
林政部 木材産業課 生産加工班

物流2024年問題について

参考６



荷主企業の役員クラ
スに物流管理の責任
者を配置することを義
務づけ

物流負荷の軽減に向けた計画作成
や実施状況の報告

契約の電子化・書面化

台帳作成等

※輸送力 1 ポイントはトラッ
クドライバー1 万人相当
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３－１ー３ 物流革新緊急パッケージ

○ 2024年が迫る中、2030年度の輸送力不足の解消に向け可能な施策の前倒しを図る「緊急パッケージ」をとりまとめ。

１．物流の効率化 ２．荷主消費者の行動変容

３．商慣行の見直し

○即効性のある設備投資・物流DXの推進
・物流事業者や荷主企業の物流施設の自動化・機械化の推進、効率化・省人化やドローンを

用いた配送により人手不足へ対応

・港湾物流効率化に向けた「ヒトを支援するAIターミナル」の深化や港湾物流手続等を電子化する

「サイバーポート」を推進等

・高速道路での自動運転トラックを対象とした路車協調システム等の実証実験等

○モーダルシフトの推進
・鉄道（コンテナ貨物）、内航（フェリー・RORO船等）の輸送量・輸送分担率を今後10年

程度で倍増

・31ftコンテナの利用拡大を優先的に促進しつつ、中長期的に40ftコンテナの利用拡大も促進

○トラック運転手の労働負担の軽減、担い手の多様化の推進
・荷役作業の負担軽減や輸送効率化に資する機器・システムの導入等により、快適で働きやすい

職場環境の整備を促進

・労働生産性の向上に資する車両を運転するための免許の取得等のトラック運転手のスキルアップ

を支援

○物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形成支援
・農産品等の流通網の強化（中継輸送等の推進）

・物流施設の非常用電源設備の導入促進等による物流施設の災害対応能力の強化等の推進

・モーダルシフト等に対応するための港湾施設の整備等を推進

・高規格道路整備や渋滞対策、IC・空港・港湾等へのアクセス道路の整備に対する支援による

物流ネットワークの強化

・トラックドライバーの確実な休憩機会の確保のため、SA・PAにおける大型車駐車マスの拡充や

駐車マス予約制度の導入などの 取り組みの推進

○標準仕様のパレット導入や物流データの標準化・連携の促進

○燃油価格高騰等を踏まえた物流GXの推進（物流拠点の脱炭素化、車両のEV化等）

○高速道路料金の大口・多頻度割引の拡充措置の継続

○道路情報の電子化の推進等による特殊車両通行制度の利便性向上

○宅配の再配達率を半減する緊急的な取組
・ポイント還元を通じ、コンビニ受取等柔軟な受取方法やゆとりを持った配送日時の指定等を
促す仕組みの社会実装に向けた実証事業を実施

○政府広報やメディアを通じた意識改革・行動変容の促進強化

○トラックGメンによる荷主・元請事業者の監視体制の強化(「集中監視月間」

（11～12月）の創設)
・荷主による違反原因行為の調査を踏まえた「要請」等の集中実施、
国土交通省及び 荷主所管・法執行行政機関による連携強化

○現下の物価動向の反映や荷待ち・荷役の対価等の加算による
「標準的な運賃」の引き上げ（年内に対応予定）
○適正な運賃の収受、賃上げ等に向け、次期通常国会での法制化を推進
・大手荷主・物流事業者の荷待ちや荷役時間の短縮に向けた計画作成の義務付け、
主務大臣による指導・勧告・命令等
・大手荷主に対する物流経営責任者の選任の義務付け
・トラック事業における多重下請け構造の是正に向け下請状況を明らかにする
実運送体制管理簿の作成、契約時の（電子）書面交付の義務付け

令和5年10月6日
第3回我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議
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物流業界の現状 国内貨物輸送量の推移

➢ 物流は国民生活や我が国経済を支える社会インフラであり、物流業界の営業収入の合計は約29兆円（全
産業の２％）、従業員数は約226万人（全就業者数の３％）。

➢ 国内貨物のモード別輸送量はトンベースで自動車が９割超、トンキロベースでは自動車が約５割、内航海

運が約４割、鉄道が５％程度。
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物流業界の現状 業界別のトラック輸送概況

➢ 輸送手段に占める営業用トラックの活用割合が特に多いのは日用品、金属鉱、食料工業品等。
➢ 石油製品や窯業品など、自家輸送や内航海運を主な輸送手段とする品目も存在する。

➢ 木材関連は、自家輸送が４割弱を占め、内航海運での輸送はほとんどない。
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物流業界の現状 トラックドライバーの働き方を巡る状況

➢ 物流分野における労働力不足が近年顕在化しており、トラックドライバーが不足していると感じている企業
は増加傾向。

➢ 年齢構成は全産業平均より若年層と高齢層の割合が低く、中年層の割合が高いほか、労働時間も全産業
平均より約2割長い。
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原木運送に係るアンケート調査結果

➢ 原木運送を業務とする（運送業許可を取得した者で、専業・兼業を問わない。） 418事業者を対象にアンケートを依頼。
（調査対象年度：平成29年度）

➢ アンケートの有効回答数は193件。 事業形態は、運送業専業は50％、うち原木運送のみを行う運送業者
は全体の16％、他産業との兼業は41％。

➢ 運転手の過不足の状況については、 「運転手数が不足」が61％、「運転手数が過不足無し」が38％。年間

取扱量が多い事業者の不足感が強い傾向。

○年間原木取扱量・・・2.5万㎥が約４割、10万㎥以上は約１割。○回答者の事業形態 ○運送する原木の荷主

○運送形態 ○運転手の過不足（左：全体、右：原木運送の年間取扱量別）

※荷主は複数選択可

林野庁 木材産業課業務資料より
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トラックドライバーの働き方改革と不足する輸送能力

➢ トラックドライバーの長時間労働是正のため、2024年度からトラックドライバーに時間外労働の上限規制
（年960時間）が適用。

➢ 物流効率化に取り組まなかった場合、労働力不足による物流需給がさらに逼迫するおそれがあり、コロナ
前の2019年比で最大14.2％（4.0億トン）の輸送能力不足※が起こると試算されている。（物流の2024年問
題）

➢ さらに、2030年には、34.1％（9.4億トン）の輸送能力不足※が懸念される。※株式会社NX総合研究所試算（2022年11月11日）
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